
1

通
番
1
0
認
定
こ
ど
も
園
等
に
お
け
る
保
育
料
に
対
す
る
徴
収
権
限
の
強
化

参
照
条
文

〇
児
童
福
祉
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
１
６
４
号
）
（
抄
）

第
２
４
条
市
町
村
は
、
こ
の
法
律
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
護
者
の
労
働
又
は
疾
病
そ
の
他
の
事
由

に
よ
り
、
そ
の
監
護
す
べ
き
乳
児
、
幼
児
そ
の
他
の
児
童
に
つ
い
て
保
育
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
ほ
か
、
当
該
児
童
を
保
育
所
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
３
条
第
１
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
及
び
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が

さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
保
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
市
町
村
は
、
前
項
に
規
定
す
る
児
童
に
対
し
、
認
定
こ
ど
も
園
法
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
（
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法
第
２
７
条
第
１
項
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
家
庭
的
保
育
事
業
、
小
規
模
保
育
事
業
、
居

宅
訪
問
型
保
育
事
業
又
は
事
業
所
内
保
育
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
必
要
な
保
育
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
（
略
）

４
市
町
村
は
、
第
２
５
条
の
８
第
３
号
又
は
第
２
６
条
第
１
項
第
４
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
通
知
を
受
け
た
児
童
そ
の
他
の

優
先
的
に
保
育
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
に
つ
い
て
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
保
育
所
若
し
く
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
に
お
い
て
保
育
を
受
け
る
こ
と
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
る
保
育
を
受
け
る
こ
と
（
以
下
「
保
育
の
利
用
」
と
い
う
。
）

の
申
込
み
を
勧
奨
し
、
及
び
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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2

５
市
町
村
は
、
前
項
に
規
定
す
る
児
童
が
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
及
び
支
援
を
行
つ
て
も
、
な
お
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
規
定
す
る
施
設
型
給
付
費
若
し
く
は
特
例
施
設
型
給
付
費
（
同
法
第
２
８
条
第
１
項
第
２
号
に
係
る
も
の

を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
同
法
に
規
定
す
る
地
域
型
保
育
給
付
費
若
し
く
は
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
（
同
法
第
３
０

条
第
１
項
第
２
号
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給
に
係
る
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
児
童
を
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
若
し
く
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
所
さ
せ
、
又
は
当
該
市
町

村
以
外
の
者
の
設
置
す
る
保
育
所
若
し
く
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
所
を
委
託
し
て
、
保
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
市
町
村
は
、
前
項
に
定
め
る
ほ
か
、
保
育
を
必
要
と
す
る
乳
児
・
幼
児
が
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
４
２
条
第
１
項
又
は
第

５
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
あ
つ
せ
ん
又
は
要
請
そ
の
他
市
町
村
に
よ
る
支
援
等
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
保
育
が
利

用
で
き
な
い
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
同
法
に
規
定
す
る
施
設
型
給
付
費
若
し
く
は
特
例
施
設
型
給
付
費
又
は
同
法
に
規
定

す
る
地
域
型
保
育
給
付
費
若
し
く
は
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
の
支
給
に
係
る
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
次
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
当
該
保
育
を
必
要
と
す
る
乳
児
・
幼
児
を
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
若
し
く
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
所
さ
せ
、

又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
の
設
置
す
る
保
育
所
若
し
く
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
所
を
委
託
し
て
、
保
育
を
行
う
こ
と
。

二
当
該
保
育
を
必
要
と
す
る
乳
児
・
幼
児
に
対
し
て
当
該
市
町
村
が
行
う
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
る
保
育
を
行
い
、
又
は
家
庭
的

保
育
事
業
等
を
行
う
当
該
市
町
村
以
外
の
者
に
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
り
保
育
を
行
う
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
。

７
市
町
村
は
、
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
及
び
要
請
並
び
に
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
及
び
支
援
を
適
切
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
保
育
が
積
極
的
に
提
供
さ
れ
、
児
童
が
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
応
じ
て
、
必
要
な
保
育

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
保
育
を
行
う
事
業
そ
の
他
児
童
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
者
の
活
動
の

連
携
及
び
調
整
を
図
る
等
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
体
制
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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3

第
５
６
条
（
略
）

２
～
６
（
略
）

７
保
育
所
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
乳
児
又
は
幼
児
の
保
護
者
か
ら
、
善
良
な
管
理
者
と

同
一
の
注
意
を
も
つ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
当
該
保
護
者
が
当
該
保
育
所
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
支
払
う
べ

き
金
額
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
努
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
当
該
保
護
者
が
当
該
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を

支
払
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
育
所
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
育
に
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ

が
あ
り
、
か
つ
、
市
町
村
が
第
２
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
保
育
所
に
お
け
る
保
育
を
行
う
た
め
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

又
は
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
育
を
確
保
す
る
た
め
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

市
町
村
は
、
当
該
設
置
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
地
方
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

け
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

一
・
二
（
略
）

８
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
者
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
乳
児
又
は
幼
児
の
保
護
者
か
ら
、
善
良
な
管
理
者
と
同
一
の
注
意
を
も
つ

て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
当
該
保
護
者
が
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
者
に
支
払
う
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
金
額
の
支

払
を
受
け
る
こ
と
に
努
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
当
該
保
護
者
が
当
該
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、

当
該
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
る
保
育
に
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
市
町
村
が
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
る
保
育
を
確
保
す
る
た
め
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
は
、
当
該
家
庭
的
保
育

事
業
等
を
行
う
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
地
方
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
徴

収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

一
～
三
（
略
）
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4

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
２
４
年
法
律
第
６
５
号
）
（
抄
）

附
則

（
保
育
所
に
係
る
委
託
費
の
支
払
等
）

第
６
条
市
町
村
は
、
児
童
福
祉
法
第
２
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
保
育
所
に
お
け
る
保
育
を
行
う
た
め
、
当
分
の
間
、
保
育
認
定
子

ど
も
が
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
が
設
置
す
る
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
保

育
所
」
と
い
う
。
）
か
ら
特
定
教
育
・
保
育
（
保
育
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
特

定
教
育
・
保
育
（
保
育
必
要
量
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
認
定
保
育
」
と
い
う
。
）
に
要
し
た
費
用
に

つ
い
て
、
一
月
に
つ
き
、
第
２
７
条
第
３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
に
通
常
要
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
内
閣
総
理

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
支
給
認
定
保
育
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該

現
に
支
給
認
定
保
育
に
要
し
た
費
用
の
額
）
に
相
当
す
る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
費
用
」
と
い
う
。
）
を
当
該
特
定
保
育
所

に
委
託
費
と
し
て
支
払
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
２
７
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

２
・
３
（
略
）

４
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
育
費
用
の
支
払
を
し
た
市
町
村
の
長
は
、
当
該
保
育
費
用
に
係
る
保
育
認
定
子
ど
も
の
支
給
認
定
保
護

者
又
は
扶
養
義
務
者
か
ら
、
当
該
保
育
費
用
を
こ
れ
ら
の
者
か
ら
徴
収
し
た
場
合
に
お
け
る
家
計
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
て
特
定
保
育

所
に
お
け
る
保
育
に
係
る
保
育
認
定
子
ど
も
の
年
齢
等
に
応
じ
て
定
め
る
額
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

５
・
６
（
略
）

７
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
さ
れ
る
費
用
を
、
指
定
の
期
限
内
に
納
付
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
地
方
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り

処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

８
（
略
）
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業登録等事務の国から都道府県への移譲（厚生労働省）
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毒
物

及
び

劇
物

取
締

法
の

概
要

①

日
常

流
通

す
る

有
用

な
化

学
物

質
の

う
ち

、
主

と
し

て
急

性
毒

性
に

よ
る

健
康

被
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
高

い
物

質
を

毒
物

又
は

劇
物

に
指

定
し

、
保

健
衛

生
上

の
見

地
か

ら
規

制

毒
劇

法
に

お
い

て
は

、
・
毒

物
劇

物
営

業
者

等
の

登
録

制
度

・
容

器
・包

装
へ

の
表

示
と

使
用

容
器

の
制

限
・
譲

渡
手

続
・
盗

難
・紛

失
・漏

洩
等

防
止

の
対

策
・
毒

劇
物

の
廃

棄
時

の
基

準
等

を
規

定
し

て
い

る
。

2
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毒
物

及
び

劇
物

取
締

法
の

概
要

②

※
 業

務
上

取
扱

者
（
届

出
要

）
・
電

気
め

っ
き

業
（
無

機
シ

ア
ン

）
・
金

属
熱

処
理

業
（
無

機
シ

ア
ン

）
・
液

体
状

の
毒

劇
物

の
大

量
運

送
業

・
し

ろ
あ

り
防

除
業

（
砒

素
化

合
物

）

販
売

又
は

授
与

登
録

が
必

要
な

業
態

は
、

・
毒

物
劇

物
取

扱
責

任
者

の
設

置
・
譲

渡
手

続
き

・
Ｓ

Ｄ
Ｓ

の
提

供
な

ど
各

種
規

制
が

課
せ

ら
れ

る
。

登
録

が
不

要
な

業
態

も
、

・
毒

物
劇

物
の

盗
難

、
流

出
等

の
防

止
措

置
・
毒

物
又

は
劇

物
の

表
示

・
事

故
の

際
の

措
置

な
ど

の
義

務
は

課
せ

ら
れ

る
。

業
務

上
取

扱
者

（
届

出
不

要
）

業
務

上
取

扱
者

（
届

出
要

）
※

使
用

製
造

業
（
登

録
）

輸
入

業
（
登

録
）

製
造

・輸
入

販
売

業
（
登

録
）

販
売

販
売

業
（
登

録
）

販 売 又

は 授 与

販 売 又

は 授 与

販
売

又
は

授
与
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【
規

制
対

象
物

】
（平

成
2
9
年

７
月

１
日

現
在

）

毒
物

：
毒

性
の

高
い

シ
ア

ン
化

ナ
ト

リ
ウ

ム
な

ど
１

２
４

項
目

劇
物

：
毒

物
に

準
じ

た
毒

性
を

有
す

る
硫

酸
な

ど
３

９
１

項
目

特
定

毒
物

：毒
物

の
う

ち
特

に
毒

性
が

高
い

モ
ノ

フ
ル

オ
ー

ル
酢

酸
な

ど
１

９
項

目

※
根

拠
：
毒

物
及

び
劇

物
取

締
法

第
二

条
、

別
表

第
一

～
三

毒
物

及
び

劇
物

指
定

令
第

一
条

～
第

二
条

毒
物

及
び

劇
物

取
締

法
の

規
制

対
象

物
質

4
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